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１ 計画策定の趣旨及び位置づけ

し尿及び浄化槽汚泥については，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）

で，ごみと同様に一般廃棄物に位置づけられ，廃棄物処理法第６条第１項の規定で，市町村は区域内の一

般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされています。

本市では，平成２８年３月に「新・旭川市ごみ処理・生活排水処理基本計画【改訂版】」を策定し，これに基

づく施策などに取り組んできました。

この計画のうち，新・生活排水処理基本計画では，生活排水処理率の実績が当初の目標までの推計値を

下回って推移したこと，市内のし尿排出量の減少が鈍化したこと，平成３０年度に実施した汲み取り世帯の

実態調査及び浄化槽基数調査の結果に基づき見直した非水洗化人口等の集計方式により処理形態別人

口を推計したことなどから，現況との整合性を図る必要が生じたため，基本計画を見直すこととしました。

なお，本計画は，公共下水道等の整備が進められる中で，現在，整備の対象となっていない郊外の地域

を対象として生活排水
注１

に係る総合的な施策の指針とするために策定するものです。

１ 計画策定の趣旨及び位置付け

し尿及び浄化槽汚泥については，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）

で，ごみと同様に一般廃棄物に位置付けられ，廃棄物処理法第６条第１項で，市町村は区域内の一般廃棄

物の処理に関する計画を定めなければならないと規定されています。

本市では，平成２８年３月に「新・旭川市ごみ処理・生活排水処理基本計画【改訂版】」を策定し，これに基

づく施策などに取り組んできました。

この計画のうち，新・生活排水処理基本計画では，生活排水処理率の実績が中間目標の推計値を僅かに

下回ったこと，市内の浄化槽汚泥排出量が中間目標の推計値にまで減少せずほぼ横ばいで推移したことな

どを考慮し，現況との整合性を図るため，基本計画を見直すこととしました。

なお，本計画は，公共下水道等の整備が進められる中で，現在，整備の対象となっていない郊外の地域

を対象として生活排水
注１

に係る総合的な施策の指針とするために策定するものです。

注１ 生活排水

日常生活を通じて家庭のトイレ，台所，洗面，風呂などから出る汚水を生活排水といいます。

新・旭川市ごみ処理・生活排水処理基本計画【改訂版】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一般廃棄物処理実施計画（生活排水処理）
旭川市

公共下水道

事業計画

関係法令
生活排水処理基本計画ごみ処理基本計画

第８次旭川市総合計画

注１ 生活排水

日常生活を通じて家庭のトイレ，台所，洗面，風呂などから出る汚水を生活排水といいます。

新・旭川市ごみ処理・生活排水処理基本計画【改訂版】
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旭川市

公共下水道

事業計画
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生活排水処理基本計画ごみ処理基本計画

第８次旭川市総合計画
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２ 計画の区域

本計画の対象区域は，本市の行政区域全域とします。

３ 計画の期間及び目標年次

本計画の計画期間は，平成２８年度から平成３９年度までの１２年間とします。

第８次旭川市総合計画と同様に，総合的かつ計画的な市政運営の長期に渡る方向性を踏まえ，施策の

進捗状況等に応じて原則４年ごとに必要な見直しを行います。

２ 計画の区域

本計画の対象区域は，本市の行政区域全域とします。

３ 計画の期間及び目標年次

本計画の計画期間は，平成２８年度から令和９年度までの１２年間とします。

第８次旭川市総合計画と同様に，総合的かつ計画的な市政運営の長期に渡る方向性を踏まえ，施策の

進捗状況等に応じて原則４年ごとに必要な見直しを行います。

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

(西暦) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

計画

期間

・

目標

計画

開始

中間

目標

見直し

基準年

中間

目標

見直し

基準年

計画

目標

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

計画

期間

・

目標

計画

開始

中間

目標

見直し

基準年

中間

目標

見直し

基準年

計画

目標

計画目標年次：令和９年度（２０２７年度）

計画期間

計画目標年次：令和９年度（２０２７年度）

中間目標年次：令和５年度（２０２３年度）

計画期間
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４ 基本方針

（１） 生活排水処理の目的

本市では，日常生活で個人の家庭等から排出される生活雑排水
注１

の一部が未処理のまま排水され

ていることが，河川の汚濁原因の一つになっています。

このため，公共下水道等が整備されていない区域の浄化槽の整備をはじめ，し尿のみを処理する単独

処理浄化槽
注２

から，生活雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽への転換を推進し，良好な水環

境の保全に寄与しながら，生活雑排水による河川（中小河川を含む）の水質状況を把握し，水質汚濁の

防止を図ることを目的とします。

（２） 生活排水処理の基本方針

公共下水道事業計画区域では公共下水道事業，農業集落排水処理区域では農業集落排水事業，そ

の他の区域では浄化槽設置整備事業による生活排水処理を推進します。

また，本計画の区域以外の鷹栖町・東川町・東神楽町・上川町を含めた４町については，し尿前処理施

設
注３

の処理能力を踏まえて，広域的な視点に立った河川水質の保全を図る観点から協定等を締結し，

し尿及び浄化槽汚泥の受入処理を行います。

（３） 本計画と関連する計画等との調整

本市の公共下水道整備事業及び農業集落排水事業の見直しが行われた場合には，本計画との調整

を行います。

また，今後新たな技術開発等による処理方法が展開されたときや各種実態調査の結果により処理形

態別人口を補正したときなど，基本計画の推計数値等に変動があった場合，必要な見直しや調整を行い

ます。

４ 基本方針

（１） 生活排水処理の目的

本市では，日常生活で個人の家庭等から排出される生活雑排水
注２

の一部が未処理のまま排水され

ていることが，河川の汚濁原因の一つとなっています。

このため，公共下水道等が整備されていない区域の浄化槽の整備をはじめ，し尿のみを処理する単独

処理浄化槽
注３

から，生活雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽への転換を推進し，良好な水環

境の保全に寄与しながら，生活雑排水による河川（中小河川を含む）の水質状況を把握し，水質汚濁の

防止を図ることを目的とします。

（２） 生活排水処理の基本方針

公共下水道事業計画区域では公共下水道事業，農業集落排水処理区域では農業集落排水事業，そ

の他の区域では浄化槽設置整備事業による生活排水処理を推進します。

また，鷹栖・東川・東神楽・上川の４町に令和４年度から受入を開始した美瑛町を加えた本計画の区域

外である５町については，し尿前処理施設
注４

の処理能力を踏まえて，広域的な視点に立った河川水質

の保全を図る観点から協定等を締結し，し尿及び浄化槽汚泥の受入処理を行います。

（３） 本計画と関連する計画等との調整

本市の公共下水道整備事業及び農業集落排水事業の見直しが行われた場合には，本計画との調整

を行います。

また，今後新たな技術開発等による処理方法が展開されたときや各種実態調査の結果により処理形

態別人口を補正したときなど，基本計画の推計数値等に変動があった場合，必要な見直しや調整を行い

ます。

※令和４年度から受入

を開始した美瑛町を追

加記載。

注２ 生活雑排水

家庭から出る生活排水のうち，トイレ以外の台所，洗面，風呂などの汚水を生活雑排水といいます。

注３ 単独処理浄化槽

単独処理浄化槽は，し尿のみを処理する浄化槽として設置されてきましたが，平成 13 年 4 月施行の

改正浄化槽法により，新たに設置できなくなりました。ただし，浄化槽法改正後においても，既存の

単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」として浄化槽法が適用されています。

注４ し尿前処理施設

し尿前処理施設とは，し尿の受入れ，貯留，脱臭等の処理を行い，清水で希釈後，下水道に投入す

る施設を言います。

注１ 生活雑排水

家庭から出る生活排水のうち，トイレ以外の台所，洗面，風呂などの汚水を生活雑排水といいます。

注２ 単独処理浄化槽

単独処理浄化槽は，し尿のみを処理する浄化槽として設置されてきましたが，平成 13 年 4月施行の

改正浄化槽法により，新たに設置できなくなりました。ただし，浄化槽法改正後においても，既存の

単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」として浄化槽法が適用されています。

注３ し尿前処理施設

し尿前処理施設とは，し尿の受入れ，貯留，脱臭等の処理を行い，清水で希釈後，下水道に投入す

る施設を言います。
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１ 処理形態別人口の推移

本市の生活排水の処理人口は，計画処理区域内人口（行政区域内人口）が，計画の基準年度（平成

２６年度）の３４５，９１７人に対し，平成３０年度は３３５，３２３人で１０，５９４人減少しており，その内訳

は，生活排水処理人口が８，３０９人，生活排水一部未処理人口が２，２８５人となっています。

そのほかの処理形態別人口の推移で，浄化槽処理人口のみ２５１人増加していますが，他は全て減

少しています。

（単位：人）

※各年度３月末現在の人口。令和元年度及び令和９年度は当初計画で設定した人口。

※平成３０年度に，汲み取り世帯実態調査と浄化槽基数調査を実施し，その結果に基づき，平成２６年度から平

成２９年度までの処理形態別人口の一部を見直ししました。

１ 処理形態別人口の推移

本市の生活排水の処理人口は，計画処理区域内人口（行政区域内人口）が，計画の基準年度（平成

２６年度）の３４５，９１７人に対し，令和４年度は３２２，５２７人で２３，３９０人減少しており，その内訳は，

生活排水処理人口が１８，３２５人，生活排水一部未処理人口が５，０６５人となっています。

そのほかの処理形態別人口の推移で，浄化槽処理人口のみ４１０人増加していますが，他は全て減

少しています。

（単位：人）

※各年度３月末現在の人口。令和５年度及び令和９年度は，前回の見直し基準年である令和元年度で設定した

人口。

項 目 ＼ 年 度
平成 26 年度

（基準）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

令和元年度

（中間）

令和９年度

（最終）

計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 343,728 341,335 338,558 335,323 335,000 311,000

１ 生活排水処理人口 327,509 326,614 324,393 321,937 319,200 324,692 308,659

（１）浄化槽処理人口 3,870 3,979 4,010 4,066 4,121 6,907 7,707

（２）公共下水道処理

人口（水洗化人口）
323,428 322,431 320,184 317,677 314,891 317,600 300,800

（３）農業集落排水処

理人口（水洗化人口）
211 204 199 194 188 185 152

２ 生活排水一部未処理

人口
18,408 17,114 16,942 16,621 16,123 10,308 2,341

（１）単独処理浄化槽

人口
7,088 6,813 6,701 6,451 6,231 5,967 1,267

（２）非水洗化人口 11,320 10,301 10,241 10,170 9,892 4,341 1,074

項 目 ＼ 年 度
平成 26 年度

（基準）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和５年度

（中間）

令和９年度

（最終）

計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 332,610 329,822 326,057 322,527 322,000 310,000

１ 生活排水処理人口 327,509 317,241 315,414 312,074 309,184 310,053 300,724

（１）浄化槽処理人口 3,870 4,174 4,204 4,226 4,280 4,471 4,751

（２）公共下水道処理

人口（水洗化人口）
323,428 312,884 311,041 307,683 304,742 305,400 295,800

（３）農業集落排水処

理人口（水洗化人口）
211 183 169 165 162 182 173

２ 生活排水一部未処理

人口
18,408 15,369 14,408 13,983 13,343 11,947 9,276

（１）単独処理浄化槽

人口
7,088 6,079 6,013 5,881 5,807 4,484 3,384

（２）非水洗化人口 11,320 9,290 8,395 8,102 7,536 7,463 5,892
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327,509 326,614 324,393 
321,937 319,200 

324,692 

308,659 

18,408 17,114 16,942 16,621 16,123 
10,308 

2,341 

H26（基準） H27 H28 H29 H30 R1（中間） R9（最終）

計画処理区域内人口の推移

生活排水処理人口 生活排水一部未処理人口

323,428 322,431 
320,184 

317,677 
314,891 

317,600 

300,800 
3,870 3,979 4,010 4,066 4,121 

6,907 
7,707 

211 204 199 194 188 185 152

H26（基準） H27 H28 H29 H30 R1（中間） R9（最終）

処理形態別人口の推移（生活排水処理人口）

公共下水道処理人口 浄化槽処理人口 農業集落排水処理人口

7,088 6,813 6,701 6,451 6,231 5,967

1,267 

11,320 
10,301 10,241 10,170 9,892 

4,341 

1,074 

H26（基準） H27 H28 H29 H30 R1（中間） R9（最終）

処理形態別人口の推移（生活排水一部未処理人口）

単独処理浄化槽処理人口 非水洗化人口

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

（単位：人）
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２ 生活排水処理率の推移

生活排水処理率注１は，計画の基準年度（平成２６年度）の９４．７％に対し，平成３０年度は９５．２％と

０．５％の向上となっています。

（単位：人）

※各年度３月末現在の人口。令和元年度及び令和９年度は当初計画で設定した人口及び生活排水処理率。

94.7% 95.0% 95.0% 95.1%
95.2%

96.9%

99.3%

H26（基準） H27 H28 H29 H30 R1（中間） R9（最終）

生活排水処理率の推移

２ 生活排水処理率の推移

生活排水処理率注５は，計画の基準年度（平成２６年度）の９４．７％に対し，令和４年度は９５．９％と

１．２ポイントの向上となっています。

（単位：人）

※各年度３月末現在の人口。令和５年度及び令和９年度は，前回の見直し基準年である令和元年度で設定した

人口及び生活排水処理率。

項 目 ＼ 年 度
平成 26 年度

（基準）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

令和元年度

（中間）

令和９年度

（最終）

計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 343,728 341,335 338,558 335,323 335,000 311,000

生活排水処理人口 327,509 326,614 324,393 321,937 319,200 324,692 308,659

生活排水処理率

生活排水処理人口

×100

計画処理区域内人口

94.7% 95.0% 95.0% 95.1% 95.2% 96.9% 99.3%

項 目 ＼ 年 度
平成 26 年度

（基準）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和５年度

（中間）

令和９年度

（最終）

計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 332,610 329,822 326,057 322,527 322,000 310,000

生活排水処理人口 327,509 317,241 315,414 312,074 309,184 310,053 300,724

生活排水処理率

生活排水処理人口

×100

計画処理区域内人口

94.7% 95.4% 95.6% 95.7% 95.9% 96.3% 97.0%

注５ 生活排水処理率

公共下水道や浄化槽などの生活排水処理施設で生活排水を適正に処理している人口の割合です。

（生活排水処理人口を計画処理区域内人口で除して求めた数値）

注１ 生活排水処理率

公共下水道や浄化槽などの生活排水処理施設で生活排水を適正に処理している人口の割合です。

（生活排水処理人口を計画処理区域内人口で除して求めた数値）
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３ 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥等の排出状況

（１） 市内の排出状況

市内の汲み取りし尿排出量は，計画の基準年度（平成２６年度）の１３，２８７キロリットルに対し，平成

３０年度は１１，０８３キロリットルで２，２０４キロリットル減少しています。また，浄化槽汚泥排出量も計画

の基準年度の６，７６８キロリットルに対し，平成３０年度は６，６５３キロリットルで１１５キロリットルと僅か

に減少しています。

（単位：kℓ）

※各年度３月末現在の数値。令和元年度及び令和９年度は当初計画で設定した排出量。

13,287 
12,357 11,974 

11,516 
11,083 

8,240 

2,040 

6,768 6,595 6,646 6,536 6,653 
6,110 

4,260 

H26（基準） H27 H28 H29 H30 R1（中間） R9（最終）

市内のし尿及び浄化槽汚泥の排出状況

汲み取りし尿排出量 浄化槽汚泥排出量

３ 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥等の排出状況

（１） 市内の排出状況

市内の汲み取りし尿排出量は，計画の基準年度（平成２６年度）の１３，２８７キロリットルに対し，令和４

年度は８，７３８キロリットルで４，５４９キロリットルの大幅な減少となっています。また，浄化槽汚泥排出

量も，計画の基準年度の６，７６８キロリットルに対し，令和４年度は６，３９６キロリットルで３７２キロリット

ルの減少となっています。

（単位：kℓ）

※各年度３月末現在の数値。令和５年度及び令和９年度は，前回の見直し基準年である令和元年度で設定し

た排出量。

項 目＼年 度
平成 26 年度

（基準）
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

令和元年度

（中間）

令和９年度

（最終）

汲み取りし尿

排出量
13,287 12,357 11,974 11,516 11,083 8,240 2,040

浄化槽汚泥

排出量
6,768 6,595 6,646 6,536 6,653 6,110 4,260

合 計 20,055 18,952 18,620 18,052 17,736 14,350 6,300

項 目＼年 度
平成 26 年度

（基準）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和５年度

（中間）

令和９年度

（最終）

汲み取りし尿

排出量
13,287 10,348 9,432 8,983 8,738 8,670 6,845

浄化槽汚泥

排出量
6,768 6,948 6,469 7,108 6,396 5,588 5,076

合 計 20,055 17,296 15,901 16,091 15,134 14,258 11,921

（単位：kℓ）
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（２） ４町（鷹栖町，東川町，東神楽町，上川町）の排出状況

汲み取りし尿排出量は，計画の基準年度（平成２６年度）の２，０５３キロリットルに対し，平成３０年度は

１，９５７キロリットルと，９６キロリットル減少しており，東神楽町を除く３町で減少傾向にあります。

また，浄化槽汚泥排出量は，計画の基準年度の５，３２２キロリットルに対し，平成３０年度は５，３１６キ

ロリットルと６キロリットルの減少となっていますが，東川町及び上川町では増加となっています。

（単位：kℓ）

※各年度３月末現在の数値。令和元年度及び令和９年度は当初計画で設定した排出量。

（２） ４町（鷹栖町，東川町，東神楽町，上川町）の排出状況

汲み取りし尿排出量は，計画の基準年度（平成２６年度）の２，０５３キロリットルに対し，令和４年度は

１，５９８キロリットルと４５５キロリットル減少しており，全町で減少傾向にあります。

また，浄化槽汚泥排出量は，計画の基準年度の５，３２２キロリットルに対し，令和４年度は５，２３４キ

ロリットルと８８キロリットルの減少となっていますが，東川町及び上川町では増加となっています。

（単位：kℓ）

※各年度３月末現在の数値。令和５年度及び令和９年度は，前回の見直し基準年である令和元年度で設定した

排出量。

項 目 ＼ 年 度
平成２６年度

（基準）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

令和元年度

（中間）

令和９年度

（最終）

汲み取り

し尿

排出量

鷹栖町 535 532 523 501 516 450 300

東川町 480 458 483 465 441 412 273

東神楽町 272 281 261 267 278 281 249

上川町 766 769 748 738 722 565 519

小 計 2,053 2,040 2,015 1,971 1,957 1,708 1,341

浄化槽

汚泥

排出量

鷹栖町 1,571 1,459 1,547 1,464 1,483 1,500 1,330

東川町 2,218 2,307 2,320 2,289 2,311 2,208 1,911

東神楽町 1,413 1,359 1,386 1,355 1,390 1,297 1,177

上川町 120 131 108 113 132 173 85

小 計 5,322 5,256 5,361 5,221 5,316 5,178 4,503

合 計 7,375 7,296 7,376 7,192 7,273 6,886 5,844

項 目 ＼ 年 度
平成２６年度

（基準）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和５年度

（中間）

令和９年度

（最終）

汲み取り

し尿

排出量

鷹栖町 535 466 435 406 400 501 477

東川町 480 431 415 381 392 377 283

東神楽町 272 280 254 243 227 289 289

上川町 766 722 665 616 579 679 640

小 計 2,053 1,899 1,769 1,646 1,598 1,846 1,689

浄化槽

汚泥

排出量

鷹栖町 1,571 1,422 1,475 1,456 1,454 1,443 1,375

東川町 2,218 2,233 2,308 2,213 2,262 2,210 2,063

東神楽町 1,413 1,383 1,382 1,419 1,381 1,336 1,330

上川町 120 89 108 139 137 148 166

小 計 5,322 5,127 5,273 5,227 5,234 5,137 4,934

合 計 7,375 7,026 7,042 6,873 6,832 6,983 6,623
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535 532 523 501 516

450

300

480 458 483 465 441
412

273272 281 261 267 278 281
249

766 769 748 738 722

565
519

H26（基準） H27 H28 H29 H30 R1（中間） R9（最終）

４町の汲み取りし尿の排出状況

鷹栖町 東川町 東神楽町 上川町

（単位：kℓ）

1571
1459 1547 1464 1483 1500

1330

2218
2307 2320 2289 2311

2208

1911

1413 1359 1386 1355 1390
1297

1177

120 131 108 113 132
173

85

H26（基準） H27 H28 H29 H30 R1（中間） R9（最終）

４町の浄化槽汚泥の排出状況

鷹栖町 東川町 東神楽町 上川町

（単位：kℓ）
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第３ 生活排水の処理主体

１ 生活排水の処理主体

（１） 生活排水の処理フロー

本市における生活排水の処理フローは次のとおりです。

第３ 生活排水の処理主体

１ 生活排水の処理主体

（１） 生活排水の処理フロー

本市における生活排水の処理フローは次のとおりです。

公共下水道農業集落排水合併処理

浄化槽

単独処理

浄化槽

生活排水

し尿 生活雑排水

汲み取り

し尿前処理施設

（環境センター） 下水処理施設

（下水処理センター）

河 川 （公共用水域）

農業集落排水処理施設

（千代ヶ岡農業集落排

水処理センター）

未処理

凡 例

し尿（又は汲み取りし尿）

生活雑排水（未処理水）

浄化槽汚泥

汲み取りし尿・浄化槽汚泥混合水

処理水

公共下水道農業集落排水合併処理

浄化槽

単独処理

浄化槽

生活排水

し尿 生活雑排水

汲み取り

し尿前処理施設

（環境センター） 下水処理施設

（下水処理センター）

河 川 （公共用水域）

農業集落排水処理施設

（千代ヶ岡農業集落排

水処理センター）

未処理

凡 例

し尿（又は汲み取りし尿）

生活雑排水（未処理水）

浄化槽汚泥

汲み取りし尿・浄化槽汚泥混合水

処理水
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（２） 生活排水の処理主体

本市では，生活排水処理施設として，公共下水道，農業集落排水処理施設，し尿前処理施設，合併処

理浄化槽，単独処理浄化槽がそれぞれ整備されています。

ア 本市が処理主体

イ 個人等が処理主体

（２） 生活排水の処理主体

本市では，生活排水処理施設として，公共下水道，農業集落排水処理施設，し尿前処理施設，合併処

理浄化槽，単独処理浄化槽がそれぞれ整備されています。

ア 本市が処理主体

イ 個人等が処理主体

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理対象区域

下水処理施設

（下水処理センター）

・し尿（水洗トイレ）

・生活雑排水（台所，風呂など）

公共下水道事業計画

区域

農業集落排水処理施設

（千代ヶ岡農業集落排水

処理センター）

・し尿（水洗トイレ）

・生活雑排水（台所，風呂など）

農業集落排水処理区

域（千代ヶ岡地区）

し尿前処理施設

（環境センター）

・し尿（汲み取り・簡易水洗トイレ）

・浄化槽汚泥
計画処理区域内

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理対象区域

合併処理浄化槽
・し尿（水洗トイレ）

・生活雑排水（台所，風呂など）

公共下水道事業計画

区域及び農業集落排水

処理区域以外の区域

単独処理浄化槽

（みなし浄化槽）
・し尿（水洗トイレ） 計画処理区域内

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理対象区域

下水処理施設

（下水処理センター）

・し尿（水洗トイレ）

・生活雑排水（台所，風呂など）

公共下水道事業計画

区域

農業集落排水処理施設

（千代ヶ岡農業集落排水

処理センター）

・し尿（水洗トイレ）

・生活雑排水（台所，風呂など）

農業集落排水処理区

域（千代ヶ岡地区）

し尿前処理施設

（環境センター）

・し尿（汲み取り・簡易水洗トイレ）

・浄化槽汚泥
計画処理区域内

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理対象区域

合併処理浄化槽
・し尿（水洗トイレ）

・生活雑排水（台所，風呂など）

公共下水道事業計画

区域及び農業集落排水

処理区域以外の区域

単独処理浄化槽

（みなし浄化槽）
・し尿（水洗トイレ） 計画処理区域内
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１ 生活排水の処理計画

（１） 生活排水の処理目標

基本方針に沿って，公共下水道事業，農業集落排水事業，浄化槽設置整備事業により，生活排水処

理を推進するための令和５年度（中間年度）及び令和９年度（最終年度）の目標を次のとおり設定しま

す。

ア 計画人口
（単位：人）

※都市計画及び公共下水道事業計画等の人口予測値のほか，見直し後の非水洗化人口等の集計

方式による処理形態別人口の予測値等との整合性を考慮し，各計画人口を推計して独自に設定。

平成２６年度は基準年度。各年度３月末現在の人口。

イ 処理形態別計画人口
（単位：人）

※「ア 計画人口」と同様に設定。平成２６年度は基準年度。各年度３月末現在の人口。

１ 生活排水の処理計画

（１） 生活排水の処理目標

基本方針に沿って，公共下水道事業，農業集落排水事業，浄化槽設置整備事業により，生活排水処

理を推進するための令和９年度（最終年度）の目標を次のとおり設定します。

ア 計画人口
（単位：人）

※都市計画及び公共下水道事業計画等の人口予測値のほか，見直し後の非水洗化人口等

の集計方式による処理形態別人口の予測値等との整合性を考慮し，各計画人口を推計し

て独自に設定。平成２６年度は基準年度。各年度３月末現在の人口。

イ 処理形態別計画人口
（単位：人）

※「ア 計画人口」と同様に設定。平成２６年度は基準年度。各年度３月末現在の人口。

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 平成３０年度 令和５年度 令和９年度

計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 335,323 322,000 310,000

生活排水処理人口 327,509 319,200 310,053 300,724

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 平成３０年度 令和５年度 令和９年度

１ 計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 335,323 322,000 310,000

（１）生活排水処理人口 327,509 319,200 310,053 300,724

ア浄化槽処理人口 3,870 4,121 4,471 4,751

イ公共下水道処理人口

（水洗化人口）
323,428 314,891 305,400 295,800

ウ農業集落排水処理人口

（水洗化人口）
211 188 182 173

（２）生活排水一部未処理人口 18,408 16,123 11,947 9,276

ア単独処理浄化槽人口 7,088 6,231 4,484 3,384

イ非水洗化人口 11,320 9,892 7,463 5,892

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 令和４年度 令和９年度

計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 322,527 307,000

生活排水処理人口 327,509 309,184 296,581

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 令和４年度 令和９年度

１ 計画処理区域内人口

（行政区域内人口）
345,917 322,527 307,000

（１）生活排水処理人口 327,509 309,184 296,581

ア浄化槽処理人口 3,870 4,280 4,530

イ公共下水道処理人口

（水洗化人口）
323,428 304,742 291,900

ウ農業集落排水処理人口

（水洗化人口）
211 162 151

（２）生活排水一部未処理人口 18,408 13,343 10,419

ア単独処理浄化槽人口 7,088 5,807 4,851

イ非水洗化人口 11,320 7,536 5,568
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ウ 生活排水処理率

※生活排水の適正な処理の進捗状況を表す「生活排水処理率」を用いて目標値を設定。

平成２６年度は基準年度。

327,509 
319,200 

310,053 
300,724 

18,408 
16,123 

11,947 
9,276 

平成２６年度(基準） 平成３０年度 令和５年度（中間） 令和９年度（最終）

計画処理区域内人口の目標

生活排水処理人口 生活排水一部未処理人口

94.7% 95.2%
96.3%

97.0%

平成２６年度（基準） 平成３０年度 令和５年度（中間） 令和９年度（最終）

生活排水処理率の目標

生活排水処理率

ウ 生活排水処理率

※生活排水の適正な処理の進捗状況を表す「生活排水処理率」を用いて目標値を設定。

平成２６年度は基準年度。

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 平成３０年度 令和５年度 令和９年度

生活排水処理率

94.7％ 95.2％ 96.3％ 97.0％生活排水処理人口

×１００

計画処理区域内人口

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 令和４年度 令和９年度

生活排水処理率

94.7％ 95.9％ 96.6％生活排水処理人口

×１００

計画処理区域内人口

（単位：人）（単位：人）
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２ 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥等の処理計画

（１） し尿前処理施設

環境センターは，旭川市で発生した汲み取りし尿及び浄化槽汚泥を受け入れし，沈砂物等を除去した

きょう雑物を細かく破砕した後，下水道放流基準以下に清水で希釈し公共下水道へ放流しています。

また，近郊の鷹栖町，東神楽町，東川町，上川町の４町の汲み取りし尿及び浄化槽汚泥等についても

受託し処理しています。

（２） 環境センターの今後について

環境センターは，平成２３年度から平成２５年度にかけて今後の処理量に見合った処理能力に改善し，

施設の延命化を図る設備の改修工事を行いました。

今後も，本市及び近郊４町のし尿及び浄化槽汚泥の衛生的な処理を進めるため，必要な設備の更新

や補修を計画的に行うとともに，将来的な施設の整備を見据えて，処理量の推移や新たな技術開発等

による処理方法の検討を行いつつ，今後の環境センターのあり方について，関係部局等と協議を進めて

いきます。

２ 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥等の処理計画

（１） し尿前処理施設

環境センターは，旭川市で発生した汲み取りし尿及び浄化槽汚泥を受け入れし，沈砂物等を除去した

きょう雑物を細かく破砕した後，下水道放流基準以下に清水で希釈し公共下水道へ放流しています。

また，近郊の鷹栖町，東川町，東神楽町，上川町，美瑛町の５町の汲み取りし尿及び浄化槽汚泥等に

ついても受託し処理しています。

（２） 環境センターの今後について

環境センターは，平成２３年度から平成２５年度にかけて，推計した処理量に見合った処理能力に改

善し，施設の延命化を図る設備の改修工事を行いました。

今後も，本市及び近郊５町の汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の衛生的な処理を進めるため，必要な設

備の更新や補修を計画的に行うとともに，延命化期間の終了後を見据えて，将来的な処理量や処理方法

の検討，関係部局等と協議等に取り組み，環境センターの整備の方向性を整理していきます。

※美瑛町の追加による

変更。

※リサイクルセンター

建設のため隣接地を所

管替したため減少。

※処理能力の表示を平

均から最大へ変更。

施設名称 旭川市環境センター

所在地 旭川市東旭川町上兵村２８２番地

稼 働 平成３年４月

敷地面積 ３０,５０６.１８㎡

建物延床面積 ３,２９８.９５㎡

施設形式 し尿前処理施設

処理能力 日量 １００kℓ

主な処理内容
・きょう雑物のうち沈砂物等を除き細破砕後，希釈し下水道へ放流

・沈砂物等は燃やせないごみとして埋め立て処分

施設名称 旭川市環境センター

所在地 旭川市東旭川町上兵村２８２番地

稼 働 平成３年４月

敷地面積 １４,７２７.４２㎡

建物延床面積 ３,２９８.９５㎡

施設形式 し尿前処理施設

処理能力 日量 １５０kℓ

主な処理内容
・きょう雑物のうち沈砂物等を除き細破砕後，希釈し下水道へ放流

・沈砂物等は燃やせないごみとして埋め立て処分
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（３） 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の排出量の計画

処理形態別計画人口に基づいた汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の排出量の計画値は，次のとおりで

す。

なお，本計画の区域以外の近郊４町（鷹栖町・東川町・東神楽町・上川町）の汲み取りし尿及び浄化槽

汚泥の排出量についても計画としています。

ア 市内の排出量の計画

（単位：kℓ）

※各排出量は平成２６年度から平成３０年度の発生原単位注１を使用し推計。

平成２６年度は基準年度。

13,287 

11,083 

8,670 

6,8456,768 6,653 
5,588 

5,076

平成２６年度（基準） 平成３０年度 令和５年度（中間） 令和９年度（最終）

市内の排出量の計画

汲み取りし尿排出量 浄化槽汚泥排出量

（３） 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の排出量の計画

処理形態別計画人口に基づいた汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の排出量の計画値は，次のとおりで

す。

なお，本計画の区域以外の近郊５町（鷹栖町・東川町・東神楽町・上川町・美瑛町）の汲み取りし尿及

び浄化槽汚泥の排出量についても計画としています。

ア 市内の排出量の計画

（単位：kℓ）

※各排出量は令和元年度から令和４年度の１人１日当たりの排出量を使用し推計。

平成２６年度は基準年度。

※美瑛町の追加による

変更。

※し尿排出量

3.084 ㍑／人・日

浄化槽汚泥排出量

1.813 ㍑／人・日

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 平成３０年度 令和５年度 令和９年度

汲み取りし尿排出量 13,287 11,083 8,670 6,845

浄化槽汚泥排出量 6,768 6,653 5,588 5,076

合 計 20,055 17,736 14,258 11,921

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 令和４年度 令和９年度

汲み取りし尿排出量 13,287 8,738 6,285

浄化槽汚泥排出量 6,768 6,396 6,225

合 計 20,055 15,134 12,510

注１ 発生原単位

家庭から発生する汲み取りし尿や浄化槽汚泥の予測排出量を算出するために用いる係数で，１人１

日に排出する量で表します。各発生原単位の算出は次のとおりです。

・汲み取りし尿発生原単位：汲み取りし尿排出量を非水洗化人口で除して求めた数値を年間日数で除し

て得た数量（㍑／人・日）。

・浄化槽汚泥発生原単位：浄化槽汚泥排出量を浄化槽人口に単独処理浄化槽人口を加え人口で除して求

めた数値を年間日数で除して得た数量（㍑／人・日）。

（単位：kℓ）
（単位：kℓ）
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イ ４町（鷹栖町，東川町，東神楽町，上川町）の排出量の計画

（単位：kℓ）

※各町が推計した予測値を使用。平成２６年度は基準年度。

535 516 501 477480 
441 

377

283272 278 289 289

766 
722 

679
640

平成２６年度（基準） 平成３０年度 令和５年度（中間） 令和９年度（最終）

４町の汲み取りし尿の排出量の計画

鷹栖町 東川町 東神楽町 上川町

イ ５町（鷹栖町，東川町，東神楽町，上川町，美瑛町）の排出量の計画

（単位：kℓ）

※各町が推計した予測値を使用。平成２６年度は基準年度。

※美瑛町の追加による

変更。

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 平成３０年度 令和５年度 令和９年度

汲み取りし尿排出量 2,053 1,957 1,846 1,689

鷹栖町 535 516 501 477

東川町 480 441 377 283

東神楽町 272 278 289 289

上川町 766 722 679 640

浄化槽汚泥排出量 5,322 5,316 5,137 4,934

鷹栖町 1,571 1,483 1,443 1,375

東川町 2,218 2,311 2,210 2,063

東神楽町 1,413 1,390 1,336 1,330

上川町 120 132 148 166

合 計 7,375 7,273 6,983 6,623

項 目 ＼ 年 度 平成２６年度 令和４年度 令和９年度

汲み取りし尿排出量 2,053 2,441 1,943

鷹栖町 535 400 191

東川町 480 392 306

東神楽町 272 227 217

上川町 766 579 525

美瑛町 － 843 704

浄化槽汚泥排出量 5,322 8,457 8,856

鷹栖町 1,571 1,454 1,434

東川町 2,218 2,262 2,372

東神楽町 1,413 1,381 1,300

上川町 120 137 114

美瑛町 － 3,223 3,636

合 計 7,375 10,898 10,799

（単位：kℓ）（単位：kℓ）
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（４） 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の収集体制と処理方法

本市の汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の収集体制と処理方法は，次のとおりです。

1,571 
1,483 1,443 1,375

2,218 
2,311 

2,210 
2,063

1,413 1,390 
1,336 1,330

120 132 148 166

平成２６年度（基準） 平成３０年度 令和５年度（中間） 令和９年度（最終）

４町の浄化槽汚泥の排出量の計画

鷹栖町 東川町 東神楽町 上川町

（４） 汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の収集体制と処理方法

本市の汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の収集体制と処理方法は，次のとおりです。

項目 ＼ 区分 収集・運搬体制 収集・運搬範囲 処理方法

汲み取りし尿 委託業者 １社

行政区域内全域
バキューム車で環境セ

ンターへ搬入処理
浄化槽汚泥 許可業者 １社

項目 ＼ 区分 収集・運搬体制 収集・運搬範囲 処理方法

汲み取りし尿 委託業者 １社

行政区域内全域
バキューム車で環境セ

ンターへ搬入処理
浄化槽汚泥 許可業者 １社

（単位：kℓ） （単位：kℓ）
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３ その他

（１） ディスポーザー処理槽の汚泥処理

ディスポーザー
注１

は，主にマンションや一戸建て住宅などに，台所の生ごみを粉砕し，排水処理槽で

処理した水を下水道等に放流するため設置されておりますが，その処理槽から排出される汚泥は，一般

廃棄物であることから浄化槽汚泥と同様に取り扱うこととします。

（２） 移動式公衆便所の貸付

移動式公衆便所は，一時的にトイレが不足するスポーツ会場やイベント会場などの行事で利用されて

いるため，今後も継続して貸し付けを行います。

また，貸付料の定期的な見直しにより，適正な料金体系の検討を行うとともに，これまでの貸付実績や

他都市の状況等を踏まえ，今後の移動式公衆便所のあり方について検討を行っていきます。

（３） 適正なし尿処理費用の負担

本市が平成２９年度に策定した「受益と負担の適正化へ向けた取組指針（改訂版）」に基づき，適正な

し尿処理手数料について定期的に検討を行っていきます。

生活排水の適正な処理の必要性について広く周知するために，広報やパンフレットの配布，市のホー

ムページへの掲載等を通じて，個人の家庭から排出される一部未処理の生活雑排水が，生活環境の悪

化や河川（中小河川を含む）等の水質汚濁の要因となること，公共下水道事業計画区域等以外の区域

について，戸別訪問などにより，単独処理浄化槽や汲み取りの既存住宅を中心に，合併処理浄化槽の

普及を促進することなど，啓発活動を進めていきます。

また，浄化槽設置者や関係業者などに対して，適正な維持管理のため，浄化槽の保守点検や水質検

査を徹底するよう指導します。

３ その他

（１） ディスポーザー処理槽の汚泥処理

ディスポーザー
注６

は，主にマンションや一戸建て住宅などに，台所の生ごみを粉砕し，排水処理槽で

処理した水を下水道等に放流するため設置されておりますが，その処理槽から排出される汚泥は，一般

廃棄物であることから浄化槽汚泥と同様に取り扱うこととします。

（２） 移動式公衆便所の貸付

移動式公衆便所は，一時的にトイレが不足するスポーツ会場やイベント会場などの行事で利用されて

いるため，今後も継続して貸し付けを行います。

また，貸付料の定期的な見直しにより，適正な料金体系の検討を行うとともに，これまでの貸付実績や

他都市の状況等を踏まえ，今後の移動式公衆便所のあり方について検討を行っていきます。

（３） 適正なし尿処理費用の負担

本市が平成２９年度に策定した「受益と負担の適正化へ向けた取組指針（改訂版）」に基づき，適正な

し尿処理手数料について定期的に検討を行っていきます。

生活排水の適正な処理の必要性について広く周知するために，広報やパンフレットの配布，市のホー

ムページへの掲載等を通じて，個人の家庭から排出される一部未処理の生活雑排水が，生活環境の悪

化や河川（中小河川を含む）等の水質汚濁の要因となること，公共下水道事業計画区域等以外の区域

について，戸別訪問などにより，単独処理浄化槽や汲み取りの既存住宅を中心に，合併処理浄化槽の

普及を促進することなど，啓発活動を進めていきます。

また，浄化槽設置者や関係業者などに対して，適正な維持管理のため，浄化槽の保守点検や水質検

査を徹底するよう指導します。

注６ ディスポーザー

旭川市では，生ごみを粉砕し，水とともに直接公共下水道へ放流するディスポーザーは認めており

ません。ただし，排水処理設備を設けた場合のみ認めており，水道局への申請が必要です。

注１ ディスポーザー

旭川市では，生ごみを粉砕し，水とともに直接公共下水道へ放流するディスポーザーは認めており

ません。ただし，排水処理設備を設けた場合のみ認めており，水道局への申請が必要です。


